
 
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）
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る
場
合
に
お
け
る
当
該
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
を
定

め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
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あ
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○
一
般
競
争
入
札
を
行
う
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四
六
七

 
福
島
県
病
院
局
 

○
一
般
競
争
入
札
を
行
う
件
五
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四
六
八

 
正
 
誤
 

○
平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
六
日
付
け
定
例
第
二
千
四
百
三
十
七
号
中
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四
七
三

 

 

告
 
 
示
 

福
島
県
告
示
第
六
百
五
十
号
 

１
 
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
庁
舎
等
維
持
管
理
業
務
の
委
託
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お

け
る
当
該
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
を
定
め
る
件
（
平
成
十
五
年
福
島
県
告
示
第

七
百
八
十
三
号
。
以
下
「
七
百
八
十
三
号
告
示
」
と
い
う
。
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

２
 
改
正
後
の
七
百
八
十
三
号
告
示
第
一
の
規
定
は
、
庁
舎
等
維
持
管
理
業
務
の
委
託
契
約
に
係
る
平

成
二
十
五
年
度
以
後
の
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
の
審
査
に
つ
い
て
適

用
し
、
当
該
契
約
に
係
る
平
成
二
十
四
年
度
ま
で
の
当
該
入
札
に
参
加
す
る
資
格
の
審
査
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

第
一
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
 

六
 
暴
力
団
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
三

十
二
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
 

（
施
設
管
理
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
六
百
五
十
一
号
 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
の
新
設
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
及
び
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
添
付
書
類
を
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
八
日
ま
で
福

島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
県
南
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域

づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
白
河
市
産
業
部
商
工
観
光
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

 
 
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（
仮
称
）
カ
ワ
チ
薬
品
白
河
中
田
店
 
福
島
県
白
河
市
中
田
百
十
番
一
ほ
か

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
 

称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１
 
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
 

 
 
 
名
称
 
株
式
会
社
カ
ワ
チ
薬
品
 

 
 
 
代
表
者
の
氏
名
 
代
表
取
締
役
 
河
内
 
伸
二
 

 
 
 
住
所
 
栃
木
県
小
山
市
大
字
卒
島
千
二
百
九
十
三
番
地
 

２
 
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

 
 
 
名
称
 
株
式
会
社
カ
ワ
チ
薬
品
 

 
 
 
代
表
者
の
氏
名
 
代
表
取
締
役
 
河
内
 
伸
二
 

 
 
 
住
所
 
栃
木
県
小
山
市
大
字
卒
島
千
二
百
九
十
三
番
地

三
 
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日
 

 
 
平
成
二
十
五
年
七
月
十
七
日

四
 
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

 
 
千
四
百
六
十
七
平
方
メ
ー
ト
ル

五
 
大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

 
１
 
駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

（一）
 
位
置
 
別
紙
図
面
の
と
お
り

（二）
 
収
容
台
数
 
六
十
三
台

 
２
 
駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

（一）
 
位
置
 
別
紙
図
面
の
と
お
り

（二）
 
収
容
台
数
 
四
十
二
台

 
３
 
荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

（一）
 
位
置
 
別
紙
図
面
の
と
お
り
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（二）
 
面
積
 
八
十
二
平
方
メ
ー
ト
ル

 
４
 
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

（一）
 
位
置
 
別
紙
図
面
の
と
お
り

（二）
 
容
量
 
十
九
立
方
メ
ー
ト
ル

六
 
大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

 
１
 
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻
 

（一）
 
開
店
時
刻
 
午
前
九
時

（二）
 
閉
店
時
刻
 
午
後
九
時
四
十
五
分

 
２
 
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

 
 
 
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
ま
で

 
３
 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

（一）
 
数
 
三
か
所

（二）
 
位
置
 
別
紙
図
面
の
と
お
り

 
４
 
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

 
 
 
午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
 

七
 
届
出
年
月
日

 
 
平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
六
日

（
「
別
紙
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
六
百
五
十
二
号
 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
の
新
設
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
及
び
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
添
付
書
類
を
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
八
日
ま
で
福

島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域

づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
商
工
観
光
部
商
工
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

 
 
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（
仮
称
）
ダ
イ
ユ
ー
エ
イ
ト
郡
山
イ
ン
タ
ー
店
 
福
島
県
郡
山
市
富
田
町
字
権
現
林
十
一
番
地
の

二
ほ
か

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名

称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１
 
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

 
 
 
名
称
 
株
式
会
社
ダ
イ
ユ
ー
エ
イ
ト
 

 
 
 
代
表
者
の
氏
名
 
代
表
取
締
役
 
浅
倉
 
俊
一
 

 
 
 
住
所
 
福
島
県
福
島
市
太
平
寺
字
堰
ノ
上
五
十
八
番
地
 

２
 
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

 
 
 
名
称
 
株
式
会
社
ダ
イ
ユ
ー
エ
イ
ト
 

 
 
 
代
表
者
の
氏
名
 
代
表
取
締
役
 
浅
倉
 
俊
一
 

 
 
 
住
所
 
福
島
県
福
島
市
太
平
寺
字
堰
ノ
上
五
十
八
番
地

三
 
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日
 

 
 
平
成
二
十
五
年
七
月
十
七
日

四
 
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

 
 
三
千
九
百
九
平
方
メ
ー
ト
ル

五
 
大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

 
１
 
駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

（一）
 
位
置
 
別
紙
図
面
の
と
お
り

（二）
 
収
容
台
数
 
百
六
十
六
台

 
２
 
駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

（一）
 
位
置
 
別
紙
図
面
の
と
お
り

（二）
 
収
容
台
数
 
二
十
台

 
３
 
荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

（一）
 
位
置
 
別
紙
図
面
の
と
お
り

（二）
 
面
積
 
七
十
平
方
メ
ー
ト
ル

 
４
 
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

（一）
 
位
置
 
別
紙
図
面
の
と
お
り

（二）
 
容
量
 
十
九
立
方
メ
ー
ト
ル

六
 
大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

 
１
 
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

（一）
 
開
店
時
刻
 
午
前
九
時

（二）
 
閉
店
時
刻
 
午
後
九
時
三
十
分

 
２
 
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

 
 
 
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
ま
で

 
３
 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

（一）
 
数
 
二
か
所

（二）
 
位
置
 
別
紙
図
面
の
と
お
り

 
４
 
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

 
 
 
午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
 

七
 
届
出
年
月
日

 
 
平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
六
日

（
「
別
紙
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
六
百
五
十
三
号
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
 

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十
 

四
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
八
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
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商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
須
賀

川
市
産
業
部
商
工
労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
  雄
 
平
 

一
  意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
 

フ
レ
ス
ポ
須
賀
川
 
福
島
県
須
賀
川
市
森
宿
字
北
向
八
十
八
番
一
ほ
か
 

二
  法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
須
賀
川
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
 

１
 
交
通
に
係
る
事
項
 

エ
リ
ア
北
側
道
路
（
市
道
二
千
七
百
二
十
七
号
線
）
の
国
道
四
号
線
交
差
点
部
に
お
け
る
、
須

賀
川
方
面
に
向
か
う
右
折
レ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
店
舗
完
成
後
に
交
通
量
が
増
大
す
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
、
市
街
へ
進
行
す
る
車
両
の
右
折
レ
ー
ン
の
停
滞
エ
リ
ア
が
狭
い
こ
と
か
ら
、
渋
滞
が
想

定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
施
設
利
用
に
伴
う
車
両
の
増
加
が
一
つ
の
要
因
で
あ
り
、
渋
滞
が
発
生
す

る
こ
と
で
、
施
設
内
メ
イ
ン
進
入
路
の
出
入
り
が
困
難
と
な
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

事
業
者
は
解
消
策
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
他
の
交
差
点
に
つ
い
て
も
、
大
き
な
混
雑
を

引
き
起
こ
す
こ
と
が
な
い
よ
う
対
策
を
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
 

ま
た
、
店
舗
出
入
口
の
安
全
確
保
の
た
め
、
敷
地
沿
い
に
工
作
物
を
設
け
る
場
合
は
、
フ
ェ
ン

ス
な
ど
の
見
通
し
の
効
く
も
の
を
設
置
す
る
こ
と
や
誘
導
員
の
配
置
を
す
る
な
ど
の
対
策
を
お
願

い
し
た
い
。
 

２
 
防
犯
対
策
に
係
る
事
項
 

夜
間
営
業
が
あ
る
の
で
、
照
明
の
点
灯
箇
所
・
時
間
や
駐
車
場
の
利
用
エ
リ
ア
の
制
限
等
に
お

い
て
、
周
辺
住
民
へ
の
配
慮
す
る
こ
と
や
、
た
ま
り
場
に
な
ら
な
い
よ
う
な
工
夫
を
お
願
い
し
た

い
。
 

敷
地
沿
い
を
見
通
し
の
効
く
フ
ェ
ン
ス
に
す
る
こ
と
で
、
防
犯
面
に
お
い
て
も
効
果
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
 

３
 
騒
音
の
発
生
に
係
る
事
項
 

夜
間
の
騒
音
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
、
基
準
値
を
超
え
る
地
点
は
、
夜
間
利
用
制
限
の
措
置
を
取
ら

れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
風
向
き
、
気
候
に
よ
っ
て
は
他
の
地
点
或
い
は
昼
間
に
お
い
て
も
基

準
値
を
超
え
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
十
分
な
対
策
を
検
討
さ
れ
た
い
。
 

特
定
建
設
作
業
に
該
当
す
る
場
合
は
、
法
令
に
従
っ
た
手
続
き
を
取
る
こ
と
。
 

４
 
廃
棄
物
に
係
る
事
項
 

雨
水
の
側
溝
へ
の
放
流
に
あ
た
っ
て
は
、
異
物
混
入
等
水
質
汚
濁
に
な
ら
な
い
よ
う
十
分
留
意

す
る
こ
と
。
 

廃
棄
物
の
排
出
に
あ
た
っ
て
は
、
関
係
法
令
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
ご
み
の
減
量
化
や
リ
サ

イ
ク
ル
に
努
め
ら
れ
た
い
。
 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
六
百
五
十
四
号
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

（
道
路
計
画
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
六
百
五
十
五
号
 

 
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

１
 
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
土
地
の
区
域
の
名
称
 

 
 
根
田
 

２
 
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
土
地
の
区
域
の
表
示
 

 
 
次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
六
号
か
ら
標
柱
八
号
及
び
標
柱
八
号
と
標
柱
十
二
号
と

標
柱
十
一
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
十
一
号
と
標
柱
六
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地

の
区
域
 

 
白
河
市
萱
根
 

 
 
根
田
 
十
八
番
二
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
六
号
 

 
 
日
向
山
 
一
番
一
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七
号
 

 
 
後
谷
地
 
三
十
一
番
一
 
 
 
 
 
 
 
 
八
号
及
び
十
二
号
 

 
 
根
田
 
 
十
八
番
二
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十
一
号
 

（
砂
 
防
 
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
六
百
五
十
六
号
 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
 

県
道
中
野

須
賀
川
線
 

路

線

名
 

須
賀
川
市
袋
田
字
大
橋
八

五
番
地
先
か
ら
 

同
 
 
市
袋
田
字
守
子
五

六
番
一
地
先
ま
で
 

 
区
 
 
 
 
 
 
間
 

変
更
後
 

変
更
前
 

変
更
前
変

更
後
の
別
 

Ａ
 
 
五
・
〇
〜
 

一
七
・
〇
 

Ｂ
 
 
九
・
八
〜
 

五
三
・
六
 

Ａ
 
 
五
・
〇
〜
 

一
七
・
〇
 

敷

地

の

幅

員
 

（
メ
ー
ト
ル
）
 

九
七
五
・
〇

一
、
一
三
九
・
〇

九
七
五
・
〇

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
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福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
施
行
者
の
名
称
 
い
わ
き
市
 

二
 
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称
 

 
 
い
わ
き
都
市
計
画
公
園
事
業
 
四
・
四
・
三
号
 
豊
間
公
園
 

三
 
事
業
施
行
期
間
 
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
 

四
 
事
業
地
 
収
用
の
部
分
 
い
わ
き
市
平
豊
間
字
大
作
の
一
部
の
区
域
 

使
用
の
部
分
 
な
し
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
）
 

 

公
 
 
告
 

 公
告
第
三
百
七
十
四
号
 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

土
地
改
良
区
の
名
称
 

東
和
町
土
地
改
良
区
 

退
任
し
た
役
員
 

役
別
 
氏
名
 
 
 
 
 
住
所
 

理
事
 
武
藤
 
敏
治
 
 
二
本
松
市
針
道
字
佐
勢
ノ
宮
五
番
地
七
四
 

同
 
 
佐
藤
 
源
市
 
 
同
 
 
市
針
道
字
富
沢
六
〇
番
地
 

同
 
 
大
野
 
達
弘
 
 
同
 
 
市
針
道
字
入
柿
ノ
作
二
番
地
 

同
 
 
菅
野
 
寅
彦
 
 
同
 
 
市
太
田
字
龍
神
前
五
九
番
地
 

同
 
 
大
槻
 
紘
一
 
 
同
 
 
市
戸
沢
字
宮
ノ
入
五
二
番
地
 

同
 
 
高
槻
 
英
男
 
 
同
 
 
市
木
幡
字
小
滝
八
三
番
地
 

同
 
 
太
田
 
実
 
 
 
同
 
 
市
太
田
字
下
太
北
六
三
番
地
 

同
 
 
齋
藤
 
勇
夫
 
 
同
 
 
市
木
幡
字
仲
山
三
八
六
番
地
 

監
事
 
佐
藤
 
繁
 
 
 
同
 
 
市
太
田
字
仙
道
内
二
一
番
地
 

同
 
 
菊
地
 
睦
雄
 
 
同
 
 
市
戸
沢
字
月
夜
畑
二
四
番
地
 

同
 
 
武
藤
 
栄
利
 
 
同
 
 
市
木
幡
字
立
石
三
番
地
 

就
任
し
た
役
員
 

役
別
 
氏
名
 
 
 
 
 
住
所
 

理
事
 
武
藤
 
敏
治
 
 
二
本
松
市
針
道
字
佐
勢
ノ
宮
五
番
地
七
四
 

同
 
 
佐
藤
 
源
市
 
 
同
 
 
市
針
道
字
富
沢
六
〇
番
地
 

同
 
 
高
槻
 
英
男
 
 
同
 
 
市
木
幡
字
小
滝
八
三
番
地
 

同
 
 
齋
藤
 
勇
夫
 
 
同
 
 
市
木
幡
字
仲
山
三
八
六
番
地
 

同
 
 
太
田
 
実
 
 
 
同
 
 
市
太
田
字
下
太
北
六
三
番
地
 

同
 
 
安
斎
 
清
喜
 
 
同
 
 
市
太
田
字
稲
場
前
四
五
番
地
 

同
 
 
大
槻
 
重
征
 
 
同
 
 
市
針
道
字
上
堰
四
二
番
地
 

同
 
 
大
内
 
正
勝
 
 
同
 
 
市
戸
沢
字
大
六
天
九
番
地
 

監
事
 
武
藤
 
栄
利
 
 
同
 
 
市
木
幡
字
立
石
三
番
地
 

同
 
 
五
十
嵐
 
文
一
 
同
 
 
市
戸
沢
字
柏
久
保
一
六
〇
番
地
 

同
 
 
斎
藤
 
新
雄
 
 
同
 
 
市
太
田
字
菅
田
二
六
番
地
 

（
農
村
計
画
課
）
 

                                 

公
告
第
３
７
５
号
 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
物
品
等
の
購
入
に
つ
い
て
、
次
の
と

お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を

定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第
372号

）
第
６
条
及
び
福
島
県
財
務
規
則
（
昭
和
39年

福
島
県
規
則
第

17号
。
以
下
「
財
務
規
則
」
と
い
う
。
）
第
274条

の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
 

平
成
24年

12月
28日

 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

１
 
入
札
に
付
す
る
事
項
 

(1) 
調
達
を
す
る
物
品
等
の
件
名
及
び
数
量
 
シ
ン
チ
レ
ー
シ
ョ
ン
式
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
 
60式

 
(2) 
調
達
を
す
る
物
品
等
の
仕
様
等
 
仕
様
書
に
よ
る
。
 

(3) 
納
入
期
限
 
平
成
25年

３
月
29日

（
金
）
 

(4) 
納
入
場
所
 
福
島
県
生
活
環
境
部
原
子
力
安
全
対
策
課
 

２
 
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項
 

次
に
掲
げ
る
条
件
を
全
て
満
足
し
て
い
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要

な
資
格
の
確
認
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。
 

(1) 
福
島
県
の
物
品
購
入
（
修
繕
）
競
争
入
札
参
加
有
資
格
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開

札
時
ま
で
に
福
島
県
の
物
品
購
入
（
修
繕
）
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ

と
。
 

(2) 
こ
の
公
告
の
日
か
ら
入
札
の
日
ま
で
の
間
に
福
島
県
か
ら
物
品
の
買
入
れ
又
は
修
繕
に
係
る
指

名
停
止
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。
 

(3) 
こ
の
公
告
に
示
し
た
仕
様
に
合
致
し
た
物
品
又
は
こ
れ
と
同
等
の
物
品
に
つ
い
て
納
入
実
績
が

あ
り
、
か
つ
、
確
実
に
納
入
で
き
る
こ
と
。
 

(4) 
当
該
物
品
に
係
る
迅
速
な
保
守
及
び
修
理
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

３
 
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
確
認
 

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
所
定
の
物
品
購
入
（
修
繕
）
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申

請
書
に
、
２
の

(3)に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
証
明
で
き
る
書
類
を
添
付
し
て
、
平
成
25年

１
月
23日

（
水
）
午
後
５
時
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
場
所
に
提
出
し
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

の
確
認
を
受
け
る
こ
と
。
 

郵
便
番
号
960-8670 

福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号

 
福
島
県
出
納
局
入
札
用
度
課
 

電
話
024-521-7563 

４
入
札
書
の
提
出
場
所
等
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福
島
県
病
院
局
 

                                   

 (1) 
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ

先
 
３
に
掲
げ
る
場
所
に
同
じ
。
 

(2) 
入
札
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所
 
平
成
25年

１
月
16日

（
水
）
午
後
１
時
30分

 
福
島
県
出
納

局
入
札
用
度
課
 

(3) 
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所
 
平
成
25年

２
月
８
日
（
金
）
午
前
11時

 
福
島
県
出
納
局

入
札
用
度
課
（
郵
便
に
よ
り
入
札
す
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
同
月
７
日

（
木
）
午
後
５
時
ま
で
に
必
着
の
こ
と
。
）
 

５
 
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
 

(1) 
入
札
保
証
金
 
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
金
額
の
100分

の
３
以
上
の
額
の
入
札
保

証
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
財
務
規
則
第
249条

第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
入
札
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
。
 

(2) 
契
約
保
証
金
 
落
札
者
は
、
契
約
金
額
の
100分

の
５
以
上
の
額
の
契
約
保
証
金
を
納
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
財
務
規
則
第
229条

第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
契
約
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
。
 

６
 
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項
 

こ
の
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
開
札
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
提
出
し
た
書
類
に

関
し
、
福
島
県
知
事
か
ら
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

７
 
入
札
の
無
効
 

２
の
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
説
明
書
に
お
い
て
示

す
入
札
に
関
す
る
条
件
等
に
違
反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。
 

８
 
そ
の
他
 

(1) 
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨
 
日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
 

(2) 
入
札
方
法
 
落
札
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
100分

の
５
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係

る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
105

分
の
100に

相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

(3) 
落
札
者
の
決
定
の
方
法
 
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札

を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。
 

(4) 
契
約
書
作
成
の
要
否
 
要
 

(5) 
そ
の
他
 
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
 

９
 
S
um
m
ary 

(1) 
N
ature and quantity of the products to be purchased：

S
cintillation S

urvey 
M
eter 60 

(2) 
T
im
e-lim

it of tender (by hand)：
11:00 a.m

.,8 F
ebruary 2013 

(3) 
T
im
e-lim

it of tender (by m
ail)：

5:00 p.m
.,7 F

ebruary 2013 
(4) 
C
ontact point for the notice：

B
id A

dm
inistration D

ivision, T
reasury B

ureau, 
F
ukushim

a P
refectural G

overnm
ent, 2-16 S

ugitsum
acho, F

ukushim
a-shi, F

ukushim
a 

960-8670 Japan T
E
L
 024-521-7563 

（
入
札
用
度
課
）

公
告
第
６
号
 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
物
品
等
の
購
入
に
つ
い
て
、
次
の
と

お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を

定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第
372号

）
第
６
条
及
び
福
島
県
病
院
局
財
務
規
程
（
平
成
16年

福
島

県
病
院
局
管
理
規
程
第
５
号
。
以
下
「
病
院
局
財
務
規
程
」
と
い
う
。
）
第
221条

第
１
項
の
規
定
に
よ

り
公
告
す
る
。
 

平
成
24年

12月
28日

 
福
島
県
立
会
津
総
合
病
院
長
 
鈴
 
木
 
啓
 
二
 

１
 
入
札
に
付
す
る
事
項
 

(1) 
調
達
を
す
る
物
品
等
の
件
名
及
び
数
量
 
ア
ン
ギ
オ
室
医
療
機
器
 
一
式
 

(2) 
調
達
を
す
る
物
品
等
の
仕
様
等
 
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。
 

(3) 
納
入
期
限
 
平
成
25年

３
月
29日

（
金
）
 

(4) 
納
入
場
所
 
会
津
医
療
セ
ン
タ
ー
建
設
予
定
地
（
福
島
県
会
津
若
松
市
河
東
町
谷
沢
地
内
）
 

２
 
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項
 

次
に
掲
げ
る
条
件
を
全
て
満
足
し
て
い
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要

な
資
格
の
確
認
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。
 

(1) 
福
島
県
の
物
品
購
入
（
修
繕
）
競
争
入
札
参
加
有
資
格
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開

札
時
ま
で
に
福
島
県
の
物
品
購
入
（
修
繕
）
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ

と
。
 

(2) 
こ
の
公
告
の
日
か
ら
入
札
の
日
ま
で
の
間
に
福
島
県
か
ら
物
品
の
買
入
れ
又
は
修
繕
に
係
る
指

名
停
止
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。
 

(3) 
こ
の
公
告
に
示
し
た
仕
様
に
合
致
し
た
物
品
又
は
こ
れ
と
同
等
の
物
品
に
つ
い
て
納
入
実
績
が
 

あ
り
、
か
つ
、
確
実
に
納
入
で
き
る
こ
と
。
 

(4) 
当
該
物
品
に
係
る
迅
速
な
保
守
及
び
修
理
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

３
 
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
確
認
 

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
所
定
の
物
品
購
入
（
修
繕
）
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申

請
書
に
、
２
の

(3)及
び

(4)に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
証
明
で
き
る
書
類
を
添
付
し
て
、
平
成
25年

１
 

月
18日

（
金
）
午
後
５
時
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
場
所
に
提
出
し
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
 

な
資
格
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
。
 

郵
便
番
号
965-8555 

福
島
県
会
津
若
松
市
城
前
10番

75号
 

福
島
県
立
会
津
総
合
病
院
事
務
局
総
務
課
 

電
話
0242-27-2151 

４
 
入
札
書
の
提
出
場
所
等
 

(1) 
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
配
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
 

先
 
３
に
掲
げ
る
場
所
に
同
じ
。
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 (2) 
入
札
説
明
書
の
配
付
方
法
 
平
成
24年

12月
28日

（
金
）
か
ら
平
成
25年

１
月
15日

（
火
）
ま

で
（
土
曜
日
及
び
日
曜
日
並
び
に
平
成
24年

12月
29日

か
ら
平
成
25年

１
月
３
日
ま
で
の
日
及
び

同
月
14日

を
除
く
。
）
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
３
に
掲
げ
る
場
所
で
配
付
す
る
。
 

(3) 
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所
 
平
成
25年

２
月
６
日
（
水
）
午
後
１
時
 
福
島
県
立
会
津

総
合
病
院
会
議
室
（
郵
便
に
よ
り
入
札
す
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
同
月

５
日
（
火
）
午
後
５
時
ま
で
に
必
着
の
こ
と
。
）
 

５
 
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
 

(1) 
入
札
保
証
金
 
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
金
額
の
100分

の
３
以
上
の
額
の
入
札
保

証
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
病
院
局
財
務
規
程
第
192条

第
１
項
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
入
札
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
。
 

(2) 
契
約
保
証
金
 
落
札
者
は
、
契
約
金
額
の
100分

の
５
以
上
の
額
の
契
約
保
証
金
を
納
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
病
院
局
財
務
規
程
第
174条

第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
契
約
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
。
 

６
 
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項
 

こ
の
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
開
札
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
提
出
し
た
書
類
に

関
し
、
福
島
県
立
会
津
総
合
病
院
長
か
ら
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

７
 
入
札
の
無
効
 

２
の
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
説
明
書
に
お
い
て
示

す
入
札
に
関
す
る
条
件
等
に
違
反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。
 

８
 
そ
の
他
 

(1) 
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨
 
日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
 

(2) 
入
札
方
法
 
落
札
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
100分

 
の
５
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係

る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
105 

分
の
100に

相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

(3) 
落
札
者
の
決
定
の
方
法
 
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札

を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。
 

(4) 
契
約
書
作
成
の
要
否
 
要
 

(5) 
そ
の
他
 
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
 

９
 
S
um
m
ary 

(1) 
N
ature and quantity of the equipm

ent to be required:M
edical equipm

ent for 
A
ngiography room

 1set  
(2) 
T
im
e-lim

it of tender(by hand): 1:00p.m
.,６
 F
ebruary 2013 

(3) 
T
im
e-lim

it of tender(by m
ail): 5:00p.m

.,５
 F
ebruary 2013 

(4) 
C
ontact point for the notice: G

eneral A
ffairs D

ivision,H
ead O

ffice, F
ukushim

a 
P
refectural A

izu G
eneral H

ospital, 10-75 S
hirom

ae, A
izuw

akam
atsu-shi, F

ukushim
a 

965-8555 Japan T
E
L
 0242-27-2151 

（
事
務
局
総
務
課
）

公
告
第
７
号
 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
物
品
等
の
購
入
に
つ
い
て
、
次
の
と

お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を

定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第
372号

）
第
６
条
及
び
福
島
県
病
院
局
財
務
規
程
（
平
成
16年

福
島
 

県
病
院
局
管
理
規
程
第
５
号
。
以
下
「
病
院
局
財
務
規
程
」
と
い
う
。
）
第
221条

第
１
項
の
規
定
に
よ

り
公
告
す
る
。
 

平
成
24年

12月
28日

 
福
島
県
立
会
津
総
合
病
院
長
 
鈴
 
木
 
啓
 
二
 

１
 
入
札
に
付
す
る
事
項
 

(1) 
調
達
を
す
る
物
品
等
の
件
名
及
び
数
量
 
画
像
診
断
装
置
①
 
一
式
 

(2) 
調
達
を
す
る
物
品
等
の
仕
様
等
 
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。
 

(3) 
納
入
期
限
 
平
成
25年

３
月
29日

（
金
）
 

(4) 
納
入
場
所
 
会
津
医
療
セ
ン
タ
ー
建
設
予
定
地
（
福
島
県
会
津
若
松
市
河
東
町
谷
沢
地
内
）
 

２
 
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項
 

次
に
掲
げ
る
条
件
を
全
て
満
足
し
て
い
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要

な
資
格
の
確
認
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。
 

(1) 
福
島
県
の
物
品
購
入
（
修
繕
）
競
争
入
札
参
加
有
資
格
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
 

札
時
ま
で
に
福
島
県
の
物
品
購
入
（
修
繕
）
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ

と
。
 

(2) 
こ
の
公
告
の
日
か
ら
入
札
の
日
ま
で
の
間
に
福
島
県
か
ら
物
品
の
買
入
れ
又
は
修
繕
に
係
る
指
 

名
停
止
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。
 

(3) 
こ
の
公
告
に
示
し
た
仕
様
に
合
致
し
た
物
品
又
は
こ
れ
と
同
等
の
物
品
に
つ
い
て
納
入
実
績
が
 

あ
り
、
か
つ
、
確
実
に
納
入
で
き
る
こ
と
。
 

(4) 
当
該
物
品
に
係
る
迅
速
な
保
守
及
び
修
理
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

３
 
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
確
認
 

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
所
定
の
物
品
購
入
（
修
繕
）
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申

請
書
に
、
２
の

(3)及
び

(4)に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
証
明
で
き
る
書
類
を
添
付
し
て
、
平
成
25年

１
月
18日

（
金
）
午
後
５
時
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
場
所
に
提
出
し
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要

な
資
格
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
。
 

郵
便
番
号
965-8555 

福
島
県
会
津
若
松
市
城
前
10番

75号
 

福
島
県
立
会
津
総
合
病
院
事
務
局
総
務
課
 

電
話
0242-27-2151 

４
 
入
札
書
の
提
出
場
所
等
 

(1) 
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
配
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
 

先
 
３
に
掲
げ
る
場
所
に
同
じ
。
 

(2) 
入
札
説
明
書
の
配
付
方
法
 
平
成
24年

12月
28日

（
金
）
か
ら
平
成
25年

１
月
15日

（
火
）
ま

で
（
土
曜
日
及
び
日
曜
日
並
び
に
平
成
24年

12月
29日

か
ら
平
成
25年

１
月
３
日
ま
で
の
日
及
び
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同
月
14日

を
除
く
。
）
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
３
に
掲
げ
る
場
所
で
配
付
す
る
。
 

(3) 
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所
 
平
成
25年

２
月
６
日
（
水
）
午
後
１
時
15分

 
福
島
県
立
 

会
津
総
合
病
院
会
議
室
（
郵
便
に
よ
り
入
札
す
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、

同
月
５
日
（
火
）
午
後
５
時
ま
で
に
必
着
の
こ
と
。
）
 

５
 
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
 

(1) 
入
札
保
証
金
 
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
金
額
の
100分

の
３
以
上
の
額
の
入
札
保
 

証
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
病
院
局
財
務
規
程
第
192条

第
１
項
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
入
札
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
。
 

(2) 
契
約
保
証
金
 
落
札
者
は
、契
約
金
額
の
100分

の
５
以
上
の
額
の
契
約
保
証
金
を
納
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
病
院
局
財
務
規
程
第
174条

第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
契
約
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
。
 

６
 
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項
 

こ
の
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
開
札
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
提
出
し
た
書
類
に

関
し
、
福
島
県
立
会
津
総
合
病
院
長
か
ら
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

７
 
入
札
の
無
効
 

２
の
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
説
明
書
に
お
い
て
示

す
入
札
に
関
す
る
条
件
等
に
違
反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。
 

８
 
そ
の
他
 

(1) 
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨
 
日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
 

(2) 
入
札
方
法
 
落
札
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
100分

 
の
５
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
 

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
 

る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
105 

分
の
100に

相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

(3) 
落
札
者
の
決
定
の
方
法
 
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
 

を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。
 

(4) 
契
約
書
作
成
の
要
否
 
要
 

(5) 
そ
の
他
 
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
 

９
 
S
um
m
ary 

(1) 
N
ature and q

uantity of the eq
uipm

ent to be req
uired:Im

age diagnosis 
equipm

ent①
 
1set 

(2 
T
im
e-lim

it of tender(by hand): 1:15p.m
.,６
 F
ebruary 2013 

(3) 
T
im
e-lim

it of tender(by m
ail): 5:00p.m

.,５
 F
ebruary 2013 

(4) 
C
ontact point for the notice:G

eneral A
ffairs D

ivision,H
ead O

ffice,F
ukushim

a 
P
refectural A

izu G
eneral H

ospital, 10-75 S
hirom

ae, A
izuw

akam
atsu-shi,F

ukushim
a 

965-8555 Japan T
E
L
 0242-27-2151 

 
 
 
（
事
務
局
総
務
課
）

公
告
第
８
号
 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
物
品
等
の
購
入
に
つ
い
て
、
次
の
と

お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を

定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第
372号

）
第
６
条
及
び
福
島
県
病
院
局
財
務
規
程
（
平
成
16年

福
島

県
病
院
局
管
理
規
程
第
５
号
。
以
下
「
病
院
局
財
務
規
程
」
と
い
う
。
）
第
221条

第
１
項
の
規
定
に
よ

り
公
告
す
る
。
 

平
成
24年

12月
28日

 
福
島
県
立
会
津
総
合
病
院
長
 
鈴
 
木
 
啓
 
二
 

１
 
入
札
に
付
す
る
事
項
 

(1) 
調
達
を
す
る
物
品
等
の
件
名
及
び
数
量
 
画
像
診
断
装
置
②
 
一
式
 

(2) 
調
達
を
す
る
物
品
等
の
仕
様
等
 
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。
 

(3) 
納
入
期
限
 
平
成
25年

３
月
29日

（
金
）
 

(4) 
納
入
場
所
 
会
津
医
療
セ
ン
タ
ー
建
設
予
定
地
（
福
島
県
会
津
若
松
市
河
東
町
谷
沢
地
内
）
 

２
 
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項
 

次
に
掲
げ
る
条
件
を
全
て
満
足
し
て
い
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要

な
資
格
の
確
認
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。
 

(1) 
福
島
県
の
物
品
購
入
（
修
繕
）
競
争
入
札
参
加
有
資
格
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開

札
時
ま
で
に
福
島
県
の
物
品
購
入
（
修
繕
）
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ

と
。
 

(2) 
こ
の
公
告
の
日
か
ら
入
札
の
日
ま
で
の
間
に
福
島
県
か
ら
物
品
の
買
入
れ
又
は
修
繕
に
係
る
指
 

名
停
止
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。
 

(3) 
こ
の
公
告
に
示
し
た
仕
様
に
合
致
し
た
物
品
又
は
こ
れ
と
同
等
の
物
品
に
つ
い
て
納
入
実
績
が
 

あ
り
、
か
つ
、
確
実
に
納
入
で
き
る
こ
と
。
 

(4) 
当
該
物
品
に
係
る
迅
速
な
保
守
及
び
修
理
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

３
 
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
確
認
 

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
所
定
の
物
品
購
入
（
修
繕
）
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申

請
書
に
、
２
の

(3)及
び

(4)に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
証
明
で
き
る
書
類
を
添
付
し
て
、
平
成
25年

１
 

月
18日

（
金
）
午
後
５
時
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
場
所
に
提
出
し
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要

な
資
格
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
。
 

郵
便
番
号
965-8555 

福
島
県
会
津
若
松
市
城
前
10番

75号
 

福
島
県
立
会
津
総
合
病
院
事
務
局
総
務
課
 

電
話
0242-27-2151 

４
 
入
札
書
の
提
出
場
所
等
 

(1) 
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
配
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
 

先
 
３
に
掲
げ
る
場
所
に
同
じ
。
 

(2) 
入
札
説
明
書
の
配
付
方
法
 
平
成
24年

12月
28日

（
金
）
か
ら
平
成
25年

１
月
15日

（
火
）
ま

で
（
土
曜
日
及
び
日
曜
日
並
び
に
平
成
24年

12月
29日

か
ら
平
成
25年

１
月
３
日
ま
で
の
日
及
び

同
月
14日

を
除
く
。
）
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
３
に
掲
げ
る
場
所
で
配
付
す
る
。
 

(3) 
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所
 
平
成
25年

２
月
６
日
（
水
）
午
後
１
時
30分

 
福
島
県
立
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会
津
総
合
病
院
会
議
室
（
郵
便
に
よ
り
入
札
す
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、

同
月
５
日
（
火
）
午
後
５
時
ま
で
に
必
着
の
こ
と
。
）
 

５
 
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
 

(1) 
入
札
保
証
金
 
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
金
額
の
100分

の
３
以
上
の
額
の
入
札
保

証
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
病
院
局
財
務
規
程
第
192条

第
１
項
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
入
札
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
。
 

(2) 
契
約
保
証
金
 
落
札
者
は
、
契
約
金
額
の
100分

の
５
以
上
の
額
の
契
約
保
証
金
を
納
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
病
院
局
財
務
規
程
第
174条

第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
契
約
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
。
 

６
 
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項
 

こ
の
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
開
札
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
提
出
し
た
書
類
に

関
し
、
福
島
県
立
会
津
総
合
病
院
長
か
ら
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

７
 
入
札
の
無
効
 

２
の
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
説
明
書
に
お
い
て
示

す
入
札
に
関
す
る
条
件
等
に
違
反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。
 

８
 
そ
の
他
 

(1) 
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨
 
日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
 

(2) 
入
札
方
法
 
落
札
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
100分

 
の
５
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係

る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
105 

分
の
100に

相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

(3) 
落
札
者
の
決
定
の
方
法
 
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
 

を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。
 

(4) 
契
約
書
作
成
の
要
否
 
要
 

(5) 
そ
の
他
 
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
 

９
 
S
um
m
ary 

(1) 
N
ature and q

uantity of the eq
uipm

ent to be req
uired:Im

age diagnosis 
equipm

ent②
 
1set 

(2) 
T
im
e-lim

it of tender(by hand): 1:30p.m
.,６
 F
ebruary 2013 

(3) 
T
im
e-lim

it of tender(by m
ail): 5:00p.m

.,５
 F
ebruary 2013 

(4) 
C
ontact point for the notice G

eneral A
ffairs D

ivision,H
ead O

ffice, F
ukushim

a 
P
refectural A

izu G
eneral H

ospital, 10-75 S
hirom

ae, A
izuw

akam
atsu-shi,F

ukushim
a 
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E
L
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（
事
務
局
総
務
課
）

公
告
第
９
号
 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
物
品
等
の
購
入
に
つ
い
て
、
次
の
と

お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を

定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第
372号

）
第
６
条
及
び
福
島
県
病
院
局
財
務
規
程
（
平
成
16年

福
島

県
病
院
局
管
理
規
程
第
５
号
。
以
下
「
病
院
局
財
務
規
程
」
と
い
う
。
）
第
221条

第
１
項
の
規
定
に
よ

り
公
告
す
る
。
 

平
成
24年

12月
28日

 
福
島
県
立
会
津
総
合
病
院
長
 
鈴
 
木
 
啓
 
二
 

１
 
入
札
に
付
す
る
事
項
 

(1) 
調
達
を
す
る
物
品
等
の
件
名
及
び
数
量
 
画
像
診
断
装
置
③
 
一
式
 

(2) 
調
達
を
す
る
物
品
等
の
仕
様
等
 
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。
 

(3) 
納
入
期
限
 
平
成
25年

３
月
29日

（
金
）
 

(4) 
納
入
場
所
 
会
津
医
療
セ
ン
タ
ー
建
設
予
定
地
（
福
島
県
会
津
若
松
市
河
東
町
谷
沢
地
内
）
 

２
 
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項
 

次
に
掲
げ
る
条
件
を
全
て
満
足
し
て
い
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要

な
資
格
の
確
認
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。
 

(1) 
福
島
県
の
物
品
購
入
（
修
繕
）
競
争
入
札
参
加
有
資
格
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
 

札
時
ま
で
に
福
島
県
の
物
品
購
入
（
修
繕
）
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ

と
。
 

(2) 
こ
の
公
告
の
日
か
ら
入
札
の
日
ま
で
の
間
に
福
島
県
か
ら
物
品
の
買
入
れ
又
は
修
繕
に
係
る
指
 

名
停
止
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。
 

(3) 
こ
の
公
告
に
示
し
た
仕
様
に
合
致
し
た
物
品
又
は
こ
れ
と
同
等
の
物
品
に
つ
い
て
納
入
実
績
が
 

あ
り
、
か
つ
、
確
実
に
納
入
で
き
る
こ
と
。
 

(4) 
当
該
物
品
に
係
る
迅
速
な
保
守
及
び
修
理
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

３
 
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
確
認
 

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
所
定
の
物
品
購
入
（
修
繕
）
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申

請
書
に
、
２
の

(3)及
び

(4)に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
証
明
で
き
る
書
類
を
添
付
し
て
、
平
成
25年

１
 

月
18日

（
金
）
午
後
５
時
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
場
所
に
提
出
し
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要

な
資
格
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
。
 

郵
便
番
号
965-8555 

福
島
県
会
津
若
松
市
城
前
10番

75号
 

福
島
県
立
会
津
総
合
病
院
事
務
局
総
務
課
 

電
話
0242-27-2151 

４
 
入
札
書
の
提
出
場
所
等
 

(1) 
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
配
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
 

先
 
３
に
掲
げ
る
場
所
に
同
じ
。
 

(2) 
入
札
説
明
書
の
配
付
方
法
 
平
成
24年

12月
28日

（
金
）
か
ら
平
成
25年

１
月
15日

（
火
）
ま

で
（
土
曜
日
及
び
日
曜
日
並
び
に
平
成
24年

12月
29日

か
ら
平
成
25年

１
月
３
日
ま
で
の
日
及
び

同
月
14日

を
除
く
。
）
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
３
に
掲
げ
る
場
所
で
配
付
す
る
。
 

(3) 
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所
 
平
成
25年

２
月
６
日
（
水
）
午
後
１
時
45分

 
福
島
県
立

会
津
総
合
病
院
会
議
室
（
郵
便
に
よ
り
入
札
す
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、

同
月
５
日
（
火
）
午
後
５
時
ま
で
に
必
着
の
こ
と
。
）
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５
 
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
 

(1) 
入
札
保
証
金
 
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
金
額
の
100分

の
３
以
上
の
額
の
入
札
保

証
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
病
院
局
財
務
規
程
第
192条

第
１
項
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
入
札
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
。
 

(2) 
契
約
保
証
金
 
落
札
者
は
、
契
約
金
額
の
100分

の
５
以
上
の
額
の
契
約
保
証
金
を
納
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
病
院
局
財
務
規
程
第
174条

第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
契
約
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
。
 

６
 
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項
 

こ
の
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
開
札
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
提
出
し
た
書
類
に

関
し
、
福
島
県
立
会
津
総
合
病
院
長
か
ら
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

７
 
入
札
の
無
効
 

２
の
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
説
明
書
に
お
い
て
示

す
入
札
に
関
す
る
条
件
等
に
違
反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。
 

８
 
そ
の
他
 

(1) 
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨
 
日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
 

(2) 
入
札
方
法
 
落
札
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
100分

 
の
５
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係

る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
105

分
の
100に

相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

(3) 
落
札
者
の
決
定
の
方
法
 
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
 

を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。
 

(4) 
契
約
書
作
成
の
要
否
 
要
 

(5) 
そ
の
他
 
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
 

９
 
S
um
m
ary 

(1) 
N
ature and q

uantity of the eq
uipm

ent to be req
uired:Im

age diagnosis 
equipm

ent③
 
1set 

(2) 
T
im
e-lim

it of tender(by m
ail): 5:00p.m

.,５
 F
ebruary 2013 

(3)  C
ontact point tender(by hand): 1:45p.m

.,６
 F
ebruary 2013 

(4) 
T
im
e-lim

it of for the notice: G
eneral A

ffairs D
ivision,H

ead O
ffice, F

ukushim
a 

P
refectural A

izu G
eneral H

ospital, 10-75 S
hirom

ae, A
izuw

akam
atsu-shi,F

ukushim
a 

965-8555 Japan T
E
L
 0242-27-2151 

（
事
務
局
総
務
課
）

公
告
第
１
０
号
 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
物
品
等
の
購
入
に
つ
い
て
、
次
の
と

お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を

定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第
372号

）
第
６
条
及
び
福
島
県
病
院
局
財
務
規
程
（
平
成
16年

福
島

県
病
院
局
管
理
規
程
第
５
号
。
以
下
「
病
院
局
財
務
規
程
」
と
い
う
。
）
第
221条

第
１
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。
 

平
成
24年

12月
28日

 
福
島
県
立
会
津
総
合
病
院
長
 
鈴
 
木
 
啓
 
二
 

１
 
入
札
に
付
す
る
事
項
 

(1) 
調
達
を
す
る
物
品
等
の
件
名
及
び
数
量
 
薬
剤
部
医
療
機
器
 
一
式
 

(2) 
調
達
を
す
る
物
品
等
の
仕
様
等
 
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。
 

(3) 
納
入
期
限
 
平
成
25年

３
月
29日

（
金
）
 

(4) 
納
入
場
所
 
会
津
医
療
セ
ン
タ
ー
建
設
予
定
地
（
福
島
県
会
津
若
松
市
河
東
町
谷
沢
地
内
）
 

２
 
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項
 

次
に
掲
げ
る
条
件
を
全
て
満
足
し
て
い
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要

な
資
格
の
確
認
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。
 

(1) 
福
島
県
の
物
品
購
入
（
修
繕
）
競
争
入
札
参
加
有
資
格
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
 

札
時
ま
で
に
福
島
県
の
物
品
購
入
（
修
繕
）
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ

と
。
 

(2) 
こ
の
公
告
の
日
か
ら
入
札
の
日
ま
で
の
間
に
福
島
県
か
ら
物
品
の
買
入
れ
又
は
修
繕
に
係
る
指
 

名
停
止
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。
 

(3) 
こ
の
公
告
に
示
し
た
仕
様
に
合
致
し
た
物
品
又
は
こ
れ
と
同
等
の
物
品
に
つ
い
て
納
入
実
績
が
 

あ
り
、
か
つ
、
確
実
に
納
入
で
き
る
こ
と
。
 

(4) 
当
該
物
品
に
係
る
迅
速
な
保
守
及
び
修
理
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

３
 
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
確
認
 

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
所
定
の
物
品
購
入
（
修
繕
）
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申

請
書
に
、
２
の

(3)及
び

(4)に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
証
明
で
き
る
書
類
を
添
付
し
て
、
平
成
2
5
年
１

月
18日

（
金
）
午
後
５
時
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
場
所
に
提
出
し
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要

な
資
格
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
。
 

郵
便
番
号
965-8555 

福
島
県
会
津
若
松
市
城
前
10番

75号
 

福
島
県
立
会
津
総
合
病
院
事
務
局
総
務
課
 

電
話
0242-27-2151 

４
 
入
札
書
の
提
出
場
所
等
 

(1) 
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
配
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
 

先
 
３
に
掲
げ
る
場
所
に
同
じ
。
 

(2) 
入
札
説
明
書
の
配
付
方
法
 
平
成
24年

12月
28日

（
金
）
か
ら
平
成
25年

１
月
15日

（
火
）
ま

で
（
土
曜
日
及
び
日
曜
日
並
び
に
平
成
24年

12月
29日

か
ら
平
成
25年

１
月
３
日
ま
で
の
日
及
び

同
月
14日

を
除
く
。
）
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
３
に
掲
げ
る
場
所
で
配
付
す
る
。
 

(3) 
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所
 
平
成
25年

２
月
６
日
（
水
）
午
後
２
時
 
福
島
県
立
会
津

総
合
病
院
会
議
室
（
郵
便
に
よ
り
入
札
す
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
同
月

５
日
（
火
）
午
後
５
時
ま
で
に
必
着
の
こ
と
。
）
 

５
 
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
 

(1) 
入
札
保
証
金
 
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
金
額
の
100分

の
３
以
上
の
額
の
入
札
保
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正
 
 
誤
 

○
平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
六
日
付
け
定
例
第
二
千
四
百
三
十
七
号
中
 

                        

ペ
ー
ジ
 
段
 

行
 

正
 

誤
 

三
九
八
 

三
九
七
 

下
 

上
 

下
 

二
五
 

二
三
 

二
二
 

五
 

八 六 五

後
ろ
か

ら
一
二

第
十
条
第
二
項
 

に
改
め
た
 

第
八
条
第
一
項
 

久
慈
川
第
一
漁
業
協
同
組
合
 

第
十
条
第
二
項
 

に
改
め
た
 

第
八
条
第
一
項
 

鮫
川
漁
業
協
同
組
合
 

第
十
条
第
一
項
 

を
加
え
た
 

第
八
条
 

久
慈
川
漁
業
共
同
組
合
 

第
十
条
第
一
項
 

を
加
え
た
 

第
八
条
 

鮫
川
漁
業
共
同
組
合
 

証
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
病
院
局
財
務
規
程
第
192条

第
１
項
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
入
札
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
。
 

(2) 
契
約
保
証
金
 
落
札
者
は
、
契
約
金
額
の
100分

の
５
以
上
の
額
の
契
約
保
証
金
を
納
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
病
院
局
財
務
規
程
第
174条

第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
契
約
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
。
 

６
 
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項
 

こ
の
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
開
札
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
提
出
し
た
書
類
に

関
し
、
福
島
県
立
会
津
総
合
病
院
長
か
ら
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

７
 
入
札
の
無
効
 

２
の
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
説
明
書
に
お
い
て
示

す
入
札
に
関
す
る
条
件
等
に
違
反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。
 

８
 
そ
の
他
 

(1) 
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨
 
日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
 

(2) 
入
札
方
法
 
落
札
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
100分

 
の
５
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係

る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
105

分
の
100に

相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

(3) 
落
札
者
の
決
定
の
方
法
 
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
 

を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。
 

(4) 
契
約
書
作
成
の
要
否
 
要
 

(5) 
そ
の
他
 
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
 

９
 
S
um
m
ary 

(1) 
N
ature and quantity of the equipm

ent to be required: M
edical equipm

ent for 
P
harm

acy 
1set 

(2)  T
im
e-lim

it of tender(by hand): 2:00p.m
.,６
 F
ebruary 2013 

(3)  T
im
e-lim

it of tender(by m
ail): 5:00p.m

.,５
 F
ebruary 2013 

(4)  C
ontact point for the notice: G

eneral A
ffairs D

ivision,H
ead O

ffice, F
ukushim

a 
P
refectural A

izu G
eneral H

ospital, 10-75 S
hirom

ae,A
izuw

akam
atsu-shi,F

ukushim
a 

965-8555 Japan T
E
L
 0242-27-2151 

（
事
務
局
総
務
課
）
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